
令和８年度 松浦市職員採用試験について 
 

    松浦市の職員採用試験を次のとおり行います。 

                              

                                

１．試験職種、採用予定及び受験資格 

試験職種 試験区分 受  験  資  格 採用予定数 

行  政 
大学卒業

程  度 
平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 若干名 

土  木 
大学卒業 

程  度 
平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 若干名 

看 護 師 
資 格 

免許職 
平成９年４月２日以降に生まれた者で看護師の資格を有する者又は

令和８年度実施の国家試験で資格取得見込みの者 
若干名 

保 健 師 
資 格 

免許職 

平成９年４月２日以降に生まれた者で保健師の資格を有する者又は

令和８年度実施の国家試験で資格取得見込みの者 
若干名 

 ※１ 住所は問いませんが、市職員として採用後、本市に通勤できる者とします。 

※２ 次の各号の一つに該当する者は受験できません。 

（１）日本国籍を有しない者 （２）地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者 

 

２．試験の方法 

試験等の種目 試験等の内容 

第
一
次
試
験 

教 養 試 験 

（行 政） 

公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢選択式による筆記 

試験（時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、判断・数的

推理、資料解釈に関する能力） 

教 養 試 験 
（土木・看護師・保健師） 

 論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、

国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な多岐選択式による筆記

試験 

※基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。 

※公的部門の職員として必要な基礎知識（社会常識や義務教育の中で学んだこ

となど）や、ニュース等で報道された内容が出題されます。 

専 門 試 験 

（行 政） 

 行政職に必要な専門的知識、能力についての多肢選択式による筆記試験（試

験問題の出題分野：憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、

行政学及び国際関係 

専 門 試 験 

（土 木） 

土木職に必要な専門的知識、能力についての多肢選択式による筆記試験（試 

験問題の出題分野：数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計

画（都市計画を含む）及び材料・施工） 

看 護 師 適 性 検 査 

（看護師） 
看護師として適応性を資質、能力及び対人関係の面からみる検査 

職 場 適 応 性 検 査 

（全職種） 
職場への適応性を職務や対人関係に関連する性格の面からみる検査 

第
二
次
試
験 

「面接試験」又は「作文試験と面接試験」のいずれかにより実施する予定です。 

詳細は、一次試験合格通知の際にお知らせします。 

作 文 試 験 職務遂行に必要な思考力、判断力、構成力等についての作文試験 

面 接 試 験 人柄等についての個別面接又は集団面接による試験 

  



３．試験の日時、場所及び発表 

試 験 日 時 発 表 

第一次試験 

令和８年７月１２日（日）  

入室開始  ９時 ※試験時間は変更する場合があります。 

着  席  ９時４０分 

教養試験 ○ 行政         １０時～１１時３０分 

○ 土木・看護師・保健師 １０時～１１時 

専門試験 〇 行政・土木      １３時～１５時 

職場適応性検査 

〇 行政         １１時４０分～１２時 

○ 土木・看護師・保健師 １１時２０分～１１時４０分 

看護師適性検査 

     〇 看護師        １３時～１３時５０分 

合格者の受験番号を

令和８年７月下旬に市

役所・各支所・各出張

所に掲示、松浦市役所

ホームページに掲載す

るほか合格者に文書で

通知します（不合格者

には通知しません）。 

第二次試験 第一次試験合格通知の際にお知らせします（８月下旬～９月上旬実施予定）。 

 ※ 試験会場：長崎県立大学佐世保校 佐世保市川下町１２３（℡０９５６－４７－２１９１） 
 

４．受験手続  

申込方法 

 インターネット（専用サイト「パブリックコネクト」）によりお申込みください。 

【パブリックコネクト】https://public-connect.jp/employer/1077 

 申込みが完了すると受付メールが届きます。 

※申込みには会員登録（無料）が必要です。 

 松浦市ホームページの「職員採用情報」にも掲載しています。 

個人情報 

の取扱い 

 申込者及び第一次試験合格者から取得する個人情報は、松浦市の職員を採用する目的を達成す

るために利用するものであり、職員採用に係る業務に必要な範囲でしか利用しません。 

 

５．受付期間 

令和８年５月１１日（月）から令和８年６月１２日（金）まで 

 

６．合格から採用まで 

（１） この試験の合格者は、職種ごとに任用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されます。採用 

予定日は、令和９年４月１日ですが、職員に欠員等が生じた場合は、任用候補者名簿登載者の意向を確認し、

それ以前に採用されることがあります。 

（２） 受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

７．給与 

  松浦市職員の給与に関する条例に基づいて支給されます。 

 

８．問い合わせ先 

松浦市役所政策企画課人事係  

〒８５９－４５９８ 松浦市志佐町里免３６５番地（℡０９５６-７２-１１１１ 内線３０３・３２３） 

 


